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1 2012年OECD勧告

ベースとなった2011年の報告書におけるリスク分析

The Protection of Children Online: Risks Faced by Children Online and Policies to Protect Them.”
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（出典：OECD報告 Figure 7 Typology of risks）



1 2012年OECD勧告

2008年11月の日本提案を端緒として議論が進められた

Recommendation of the Council on the Protection of Children Online概要
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１ 全ての関係者
a) 保護者及び子供への支援

（一義的な責任者は保護者、関係者は保護者を支援）
b) インターネットの利点と表現の自由等の尊重
c) 子供の年齢及び技術革新への柔軟な対応

２ 政府の国内的取組
a) 明確な政策目標の策定によるリーダーシップ
b) 関係者による協調的対応の援助
c) 官民の複数の政策の整合性
d) 子供と保護者のインターネット・リテラシーの進化の定期的評価の推奨
e) 科学的根拠に基づく政策支援の推奨
f) ネット上の子供を保護する技術の開発等の推奨

３ 政府の国際的取組
a) 国内機関の国際的なネットワーク強化
b) 国際指標の策定等政策の国際比較分析に向けた基盤整備
c) 啓発成功事例の共有等による地域・国際的取組の援助
d) 国際・国内の機関・取組の連携



1 2012年OECD勧告
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2011年報告におけるリスク分析と日本の対応

青少年インターネット環境整備法における対応分野
水色は事前対策あり：フィルタリング

紫色は事後対策あり：未成年取消



1 2012年OECD勧告
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対応の分類



2 2021年OECD勧告
（1）2020年法的枠組みとポリシーの状況に関する調査

日本への言及
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（中略）

青少年インターネッ
ト環境整備基本計
画（第三次）

内閣府若者育成支援推進本部



2 2021年OECD勧告
（1）2020年法的枠組みとポリシーの状況に関する調査

日本の状況

1.2.6 Technical measures: Filtering tools

インターネット環境整備法に言及

1.2.12 Measuring

ILASへの言及
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2 2021年OECD勧告

（2）2021年リスクタイプの再検討に関する報告
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2 2021年OECD勧告

（2）2021年リスクタイプの再検討に関する報告

9総務省青少年タスクフォース 第16回 資料16－5 総務省



4 今後の検討課題

1．リスクタイプに対する対応（現状）

事前： 水色 フィルタリング・セキュリティソフト・個人情報保護法

事後： 未成年取消

2. 青少年に特化した対応が必要か
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カテゴリー 青少年特有 成人でも問題だが青少年への配慮が必要 成人でも対応が必要

コンテンツリスク ・有害コンテンツ ・ヘイトスピーチ等のコンテンツ
・フェイクニュース等のコンテンツ

・違法コンテンツ

コンダクトリスク ・コンダクトリスク

コンタクトリスク ・コンタクトリスク

コンシューマーリスク ・マーケティングリスク ・商業的プロファイリングリスク
・セキュリティリスク



4 今後の検討課題

3．対応の有効性

薄い色は有効性に疑問がある部分

ex コンダクトリスクに対する事前対策はフィルタリング＝現状では使わせないと同趣旨か？

他の事前対応： 一部のSNSなどでの警告システムの応用はできないか？

事後対応も考えられる部分もあるのではないか？

コンダクトリスク： 青少年自身の有害行動

検索エンジンなどにおける削除をより容易にするなどの対応はどうか？
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